【参考】		
土地（借地権）売買契約書別紙５



譲渡人●●●●●（以下「甲」という。）と、譲受人●●●●●（以下「乙」という。）は、北九州市が実施した旦過地区土地区画整理事業地内の旦過市場Ａ地区建物（以下「Ａ建物」という。）の別紙に掲げる換地床及び保留床を併せて売却すること（以下「集約売却」という。）に係る事業者募集結果に基づき、次のとおり換地床の従前地として、土地（借地権）売買契約（以下「本件契約」という。）を締結する。

（総則）
[bookmark: _Hlk205199612]第１条　甲は、集約売却のため、本従前地として、次に掲げる売買物件（以下「本物件」という。）を乙に売り渡し、乙は、これを譲り受けるものとする。
２　甲及び乙は、本物件の対象面積を下記に掲げる面積とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金の増減を請求しないものとする。
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	北九州市小倉北区魚町四丁目
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	●●●㎡
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	換地床（Ａ建物●階）持分
	●●,●●●/2,900,000


※土地区画整理法第85条第1項の規定により北九州市に申告された台帳記載の数量
（売買代金）
第２条　本物件の売買代金は、金●●，●●●，●●●円とする。
２　土地区画整理事業における換地処分の結果、本物件に関する清算金の交付及び徴収が生じたときには、乙に一切の権利・義務が帰属するものとする。
（売買代金の納入）
[bookmark: _Hlk206508560]第３条　乙は、別紙に掲げる換地床の従前地（以下「対象土地」という。）の所有権及び借地権全ての売買契約を乙が締結した後、３０日以内に、甲が発行する請求書により第２条に定める売買代金を一括して納入しなければならない。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
（権利の移転時期）
第４条　本物件の所有権（借地権）の移転時期は、乙が前条の規定により売買代金を完納した時とする。
（権利移転の手続き）
第５条　本物件が所有権である場合、所有権移転の登記は、第３条の規定による対象土地の所有権及び借地権全ての売買契約を乙が締結し、かつ全ての対象土地の所有権及び借地権の売買契約に係る売買代金の全額の完納確認後、乙が行う。
２　前項に定める所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、乙の負担とする。ただし、本物件の売渡しに要する所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に要する費用は、甲の負担とする。
[bookmark: _Hlk206509229]３　本物件が借地権である場合、借地権に係る北九州市への権利変動の届出は、第３条の規定による対象土地の所有権及び借地権全ての売買契約を乙が締結し、かつ全ての対象土地の所有権及び借地権の売買契約に係る売買代金の全額の完納確認後、乙の申入れに従い、甲が行う。
４　前項に定める借地権に係る北九州市への権利変動の届出に要する費用は、甲の負担とする。
（売買物件の譲渡）
第６条　本物件は、乙が第２条に定める売買代金を完納した時に、甲から乙に対して譲り渡されたものとする。
（契約不適合責任）
第７条　乙は、本件契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
（反社会的勢力の排除）
第８条　甲及び乙は、次の各号について確約する。
（１）自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
（２）自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれに準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと。
（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本件契約を締結するものではないこと。
（４）本件契約締結後、土地又は本件契約により取得した権利を反社会的勢力の活動の用に供し、又は、この用に供されることを知りながら譲渡又は貸与すること。
（５）自ら又は第三者を利用して、本件契約に関して、次の行為をしないこと。
　　ア　脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
　　イ　偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
（解約の解除）
第９条　乙が対象土地の所有権及び借地権の一部で、売買契約を解除した場合又は売買契約を令和●年●月●日までに締結できなかった場合で、かつ、北九州市から甲及び乙に対して契約終了の通知がなされた場合は、何ら甲又は乙の意思表示を要することなく、本件契約は当然に終了する。
２　甲と乙は、相手方に本件契約に違反する行為があったときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本件契約を解除することができる。ただし、甲又は乙は、相手方に前条のいずれかに違反する行為があった場合、何らの催告を要せずして、本件契約を解除することができる。
３　甲又は乙は、前２項の規定により本件契約を解除した場合は、これにより相手方に生じた損害（本件契約の締結及び履行等に関し、相手方が支出した一切の費用を含む。）について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
（原状回復義務等）
第10条　前条の規定により本件契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
２　乙は、甲が前条の規定により契約を解除したときは、甲の指定する期日までに土地を現状に回復し、返還しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、現状のまま返還することができるものとする。
（損害賠償）
第11条　甲又は乙は、本件契約に違反した場合、相手方が被った損害を賠償しなければならない。
（返還金の相殺）
第12条　甲は、第10条第１項の規定により受領済みの金員を返還する場合において、乙が甲に前条に定める損害賠償金を支払うときは、返還する金員の全部又は一部と相殺することができる。
（印紙代の負担）
第13条　この契約書に貼付する収入印紙は、甲乙が平等に負担するものとする。
（公租公課等の負担）
第14条　本物件に係る公租公課その他一切の費用は、第６条に規定する本物件の譲り渡し日までは甲の負担とし、その後は乙の負担とする。
（収益の帰属・負担金の分担）
第15条　本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条を準用する。
（有益費等の請求権の放棄）
第16条　乙は、第９条の規定により本件契約が解除された場合、本物件に有益費、必要費又はその他の費用を支出していても、これを甲に請求することができない。
（管轄裁判所）
第17条　本件契約から生じる一切の法律関係に基づく紛争については、福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
（協議）
第18条　本件契約に定めのない事項又は本件契約の内容に疑義を生じたときは、甲、乙協議の上、定めるものとする。

本件契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。


令和　　年　　月　　日


甲　住所


　　氏名


乙　住所


　　氏名

注）
○借地権の売買にあたっては、黄色の網掛け部分を「土地」又は「所有権」から「借地権」に変えてご利用ください。他方、所有権の売買にあたっては、黄色の網掛け部分の「借地権」を削除してください。
○本様式と異なる様式を用いる場合も、第２条及び第９条は同じ文言を用いてください。

（別紙）
集約売却に係る換地床従前地一覧

[image: ]
image1.emf
【換地処分前】 【換地処分後】

北九州市小倉北区魚町四丁目 旦過市場A地区建物

（従前地） （2階～4階）

地番 権利の種別 地積（㎡）

所有権 22.31 31,920 /2,900,000

所有権 29.75 42,565 /2,900,000

所有権 7.44 10,645 /2,900,000

所有権 16.53 23,650 /2,900,000

所有権 58.83 84,169 /2,900,000

所有権 58.83 84,169 /2,900,000

所有権 58.83 84,169 /2,900,000

所有権 58.83 84,169 /2,900,000

所有権 98.85 141,423 /2,900,000

所有権 98.85 141,423 /2,900,000

所有権 98.85 141,423 /2,900,000

所有権 59.29 84,826 /2,900,000

所有権 25.72 36,799 /2,900,000

借地権 15.3 21,889/2,900,000

借地権 16.77 23,993/2,900,000

借地権 13.06 18,684 /2,900,000

借地権 17.95 25,682 /2,900,000

借地権 10.88 15,566 /2,900,000

借地権 13.06 18,684 /2,900,000

借地権 8.83 12,634 /2,900,000

借地権 11.03 15,781 /2,900,000

借地権 16.52 23,635 /2,900,000

借地権 13.24 18,944 /2,900,000

借地権 14.54 20,803 /2,900,000

借地権 8.83 12,634 /2,900,000

借地権 8.41 12,032 /2,900,000

借地権 9.66 13,820 /2,900,000

借地権 10.58 15,138 /2,900,000

借地権 37.51 53,666 /2,900,000

154番32、260番6 所有権 50.43 83,781 /2,900,000

261番7 所有権 10.77 16,417 /2,900,000

保留床 1,484,867 /2,900,000

2,900,000 /2,900,000

153番1

153番9

153番22

借地権 60.31 55,791 /1,342,215 3F

14番1 所有権 748.46 3F

15番 所有権 12.92

4F

27番1 所有権 48.72

154番2 所有権 603.00

３階 697,185 /1,342,215 3F

４階 767,286 /1,464,048 4F

持分

２

　

階

２８番１

153番1

153番9

153番22

153番1

153番9

153番22



換地床

３

階

・

4

階

保留床



589,239 /1,342,215

24番 所有権 321.61

696,762 /1,464,048

換地床


